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研究成果の概要（和文）：本研究は、犯罪・非行からの「社会復帰」過程について、教育社会学・矯正教育学の
観点から経験的に明らかにするものである。
現代日本と海外の比較調査、犯罪からの「立ち直り」に関する理論的探究、社会復帰のあり方をめぐる歴史的研
究、などの複数のアプローチを用いることで、期待される教育的支援の在り方を探ることができた。

研究成果の概要（英文）：This study conducts empirical research on the process of rehabilitation from
 crime and delinquency from the viewpoints of educational sociology and correctional education.
The promising way of educational support is examined through the research, utilizing several 
approaches such as comparative research between contemporary Japan and other countries, theoretical 
exploration of desistance from crime, and historical study on the way of desirable rehabilitation.

研究分野： 社会学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 

国内・国外を問わず、教育社会学において
少年犯罪・非行をめぐる問題は長らく重要な
研究対象の一つとなってきた（北澤編 2010）。 

第一に、少年犯罪・非行の「実態論」とも
いうべき研究潮流が発展した。そこでは、計
量的手法を中心とした犯罪・非行の原因論が
伝統的に蓄積されたほか、近年においては逸
脱の「凶悪化」をめぐる公式統計論争に代表
されるように、少年非行「政策」論への展開
も積極的に行われた（広田 2001）。 

第二に、少年犯罪・非行の「関係論」とも
いうべき研究潮流が存在した。そこでは、ラ
ベリング論・構築主義に基づく逸脱の相互作
用過程や構築過程が伝統的に探求されたほ
か、近年においては逸脱の「医療化」をめぐ
る言説研究群に代表されるように、少年非行
「統制」論への貢献も意欲的になされた（赤
羽 2007）。 

こうした広範かつ豊かな研究成果（「社会
化」過程に潜む逸脱性の解明）にもかかわら
ず、管見によれば、教育社会学の犯罪・非行
研究が決定的に欠いてきた問題関心が存在
する。それは、少年が犯罪・非行者になった
“その後”――「社会復帰」過程についての
まなざしである。犯罪・非行少年の再社会化
過程に相対的に無関心であった点において、
教育社会学は「実態論」や「過程論」におい
て批判対象であったマスコミ報道や非行政
策と問題点を共有していたのではないか。 

ただし、近年においてそうした研究動向に
注目すべき変化が見られる。最も重要なのは、
研究代表者もそのメンバーとして参加した
「矯正施設における教育」研究会（以下、「施
設研」と略記、代表：広田照幸日本大学教授）
による少年院の教育社会学的研究であろう
（広田ほか編 2012）。「施設研」の研究は、
いくつかの少年院における長期のフィール
ドワークを通して収容少年の相互作用過程
を解明したこと、全国の少年院を対象とした
質問紙調査によって矯正職員の意識や更生
への教育プログラムの影響を把握したこと、
など幾つかの特筆すべき知見を産出した。そ
れは、法務省管轄の少年院の教育に関する、
ほほ日本初の外部教育研究者による学術調
査であったことに加え、研究成果としての学
術書籍（広田ほか前掲書）の発行等により、
教育社会学にも多大なインパクトを与えた。
また、“開かれた矯正”に向けた「アカウン
タビリティ」の保証や、“証拠に基づく矯正”
を支える「エビデンス」の産出、といった政
策的要請に応えるものでもあった。 

しかし、「施設研」の研究は同時に、以下
の二つの深刻な問題点をはらむものでもあ
った（こうした問題点は申請者のこれまでの
研究にもあてはまる）。第一に、それが犯罪・
非行少年の「社会復帰」過程のうち、「施設
内」での教育／学習過程しか念頭に置いてい
ない点である。少年にとっての「更生」やそ
のための教育／学習は、言うまでもなく施設

内矯正教育において完結されるわけでは決
してない。むしろ「社会復帰」をめぐる教育
／学習課題は、施設退院後の“社会内”にお
いてこそ困難化するといえよう。 

第二に、施設内教育に関しても、実態解明
のレベルに留まっているという点である。確
かに、「施設研」の研究は少年院教育の現時
点における全体像の素描には成功している。
しかし、そうした教育的「支援」の“現状”
がどのような来歴を持ち（歴史的視点）、グ
ローバルな動向と比較してどのような特色
と問題点を有し（比較的視点）、現代の社会
変動やそれと格闘する社会・規範理論といか
なる関係にあるのか（理論的視点）、には関
心が払われない。時間的・空間的・理論的な
評価軸をもたない実態解明は、容易に保守的
／現状肯定的な“御用研究”へと堕してしま
う。「施設研」の実践的・政策的インプリケ
ーションは、少年院教育の実態とその更なる
充実を無批判に称揚する素朴機能主義的研
究というべきものとなっており、その帰結と
して、「社会復帰」過程の「支援」の一翼を
担うものとして期待される現状の矯正教育 

の“問題点”を剔出したうえでその解決を提
言する規範的志向性は後景化している（政策
的視点）。 

本研究では、以上の研究動向と申請者自身の
これまでの研究成果（問題点）を踏まえ、施
設退院後も継続する犯罪・非行少年の「社会
復帰」過程に関する教育的「支援」のあり方
について、特に「歴史」「比較」的視点に基
づく実態解明を踏まえた「理論」構築と「政
策」提言を目指す。 

 

 

２．研究の目的 

本研究は、犯罪・非行少年の「社会復帰」
過程における多様性や困難性を社会学的観
点から明らかにし、彼らへの教育的「支援」
のあり方を展望することを目的とする。特に、
施設内処遇（少年院における矯正教育）に留
まらない社会内処遇（地域での保護観察等の
教育的「支援」）まで包含した「社会復帰」
の全体像を射程に入れる点に本研究の特色
がある。また、単なる実態解明に留まらず、
そうした「社会復帰」や「支援」が有する「歴
史」的経緯や、諸外国との「比較」的特性を
考慮したうえで、既存の学術研究における
「社会復帰」理解を批判的に刷新する「理論」
的貢献と、「社会復帰」に取り組む犯罪・非
行少年の多様なニーズを踏まえた教育的「支
援」のあり方を広く国内外の実践へと提言す
る「政策」的貢献、の二つの学術貢献が強く
志向されている。 

 

 

３．研究の方法 

 施設内から社会内に継続される矯正教育
に関する五つの方法的課題を設定する。 

第一に、犯罪・非行少年の「社会復帰」過



程と、その教育的「支援」に関する“フィー
ルドワーク”を行うことで、施設退院後も含
んだ「社会復帰」の動態的実態を明らかにす
る。 

第二に、上記「社会復帰」過程における教
育的「支援」に関する“歴史研究”を行うこ
とで、現代矯正教育がおかれた歴史的文脈を
把握する。 

第三に、上記「社会復帰」過程における教
育的「支援」の“国際比較調査”を実施する
ことで、日本の矯正教育が有する特殊性と普
遍性を理解する。 

第四に、上記「社会復帰」過程と、その教
育的「支援」に関する“理論的考察”を行う。
「社会復帰」に関する先行理論を批判的に考
察し、少年の多様なニーズを踏まえた「支援」
のあり方を、最先端の社会・規範理論を念頭
に置きながら理論化する。 

第五に、第一～第四の研究成果を踏まえ、
問題解決志向と政策志向を強く有した業績
を学術論文、書籍等のかたちで出版するほか、
実務家、研究者等との連携のもとに国際シン
ポジウムを開催し、本研究の成果を広く（国
際）社会に問う。 

 
 

４．研究成果 
 「３」で述べた方法的課題に即した形で簡
潔に研究成果の概要を述べる。 
 第一に、犯罪・非行少年の「社会復帰」過
程と、その教育的「支援」に関する“フィー
ルドワーク”に関しては、例えば下記の雑誌
論文④・⑤に代表されるように、少年院とそ
の出院後の社会復帰過程を質的フィールド
ワークを通して明らかにした。 
 第二、「社会復帰」過程における教育的「支
援」に関する“歴史研究”に関しては、例え
ば下記の雑誌論文②・⑥に代表されるように、
薬物使用への事後的統制を対象として、薬物
事犯者が社会内を中心としてどのような処
遇を受け、それがいかなる歴史的社会変動と
結びついてきたのかを明らかにした。 
 第三に、「社会復帰」過程における教育的
「支援」の“国際比較調査”に関しては、例
えば下記の雑誌論文⑩に代表されるように、
カナダと日本の犯罪者処遇や刑事司法シス
テムにおけるアイデンティティ管理のあり
方の比較について、理論的かつ実証的な検討
を行った。 
 第四に、「社会復帰」過程と、その教育的
「支援」に関する“理論的考察”に関しては、
例えば下記の雑誌論文⑦・⑨に代表されるよ
うに、新自由主義と犯罪者処遇や社会復帰と
の関係性について、後期フーコーの著作を批
判的に読み解くことを通して分節化した。 
 第五に、問題解決志向と政策志向を強く有
した業績を学術論文、書籍等のかたちで出版
するほか、実務家、研究者等との連携のもと
に国際シンポジウムを開催し、本研究の成果
を広く（国際）社会に問う、と言う課題に関

しては、例えば下記の学科発表③や図書③に
代表されるように、研究成果をまとめた単著
を出版したほか、海外の研究者とのシンポジ
ウムを企画し、参加・報告を行うことで広く
国際的に研究成果を発信することができた。 
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